
　　令和５年１月５日（木）午後２時　玉名市役所　第２委員会室

１．本日の出席農業委員は、次のとおりである。

１番　下川　安 ２番  髙田  優子 ３番　村上　孝夫　 ４番　岡田　正治　
５番　坂本　正敏 ６番　土田　健一 ７番　田端　末雄 ８番　本田多美子
９番　岡村　栄一 10番  澤村　哲志 11番　木村　昌治 12番　西本賢二郎
13番　中島　浩輔 14番  德井　勝美 15番  境　浩之 16番  髙島　尚
17番　中山　一久 18番　田上　靖晃 19番　丸山　和則

なし

３．本日の出席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推１  水本　信之 推２　梅田　政次郎 推３　田中　正通
推５  安田　謙二 推６　縄田　伊知郎 推７　船津　和利 推８　上田　龍介
推９　平野　雅久 推10　嶋田　裕一 推11　柴尾　覚 推12　髙本　昌揮
推13　宮永　義一 推14　東　直幸 推15　大家　泉 推16　園田　勝義
推18　後藤　雄一 推19　坂門　聡一

４．本日の欠席農地利用最適化推進委員は、次のとおりである。

推17　永田　眞一

５．説明のために出席した職員は、次のとおりである。

局長　小山  博 係長　園木 俊範 参事　磯野　真悟
主任　大原 三和 会計年度任用職員　小山久美子

６．議事参与が制限された委員数は、次のとおりである。

　　　1名

議　題
第 1 号 農地法第３条の規定による許可申請について
第 2 号 農地法第４条の規定による許可申請について
第 3 号 農地法第５条の規定による許可申請について
第 4 号 農用地利用集積計画の決定について

報　告
第 1 号 農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について（１８条）
第 2 号 農地の形状変更届について

令和５年第１回玉名市農業委員会総会議事録

２．本日の欠席農業委員は、次のとおりである。
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１．開 会 

○事務局長（小山 博君） それでは、ただいまから開会いたします。 

 本日は農業委員総数１９名、皆様の御出席であります。 

 農地利用最適化推進委員１９名のうち、１７番、永田推進委員より欠席の届けが

あっており、１８名の御出席であります。 

 玉名市農業委員会会議規則第７条の規定により会議は成立しておりますので、た

だいまから、令和５年第１回玉名市農業委員会総会を開会いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

２．会長挨拶 

○事務局長（小山 博君） まず下川会長より御挨拶をいただきまして、引き続き、会

議規則第５条の規定により議長をお願いし、議事の進行をお願いいたします。 

○会長（下川 安君） それでは皆さん、改めましてあけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。 

 今年の正月ですけれども、コロナ禍ではありましたけれども、３年ぶりに行動制

限がないという正月ということで、それから天気にも大変恵まれて良い正月を迎え

られたんじゃなかったかなと思います。 

 そんな年始のお忙しい中、第１回の総会ということでお集まりをいただきました。

本当にありがとうございます。 

 私たちのこの農業委員会、現体制になりましてちょうど１年半を過ぎようとして

います。半ばを過ぎようとしているところで、去年基盤強化法の法改正等がありま

して、今年から人・農地プランが法定化されて地域計画をつくるということになり

ました。農業委員会の役割としては、農地ごとに将来の受け手の人を示すというそ

ういう目標地図の案をつくるというのが、農業委員会に課せられた役割に今なって

います。これの業務については、今年から皆さんの通常の業務に加えまして、この

地図の作成に向けて、意向調査などそういう活動あたりが増してくるのかなと思い

ますけれども、そのへんのところはまたよろしくお願いしたいと思います。今年一

年、委員の皆さんといろいろな意見を交わしながら取り組んでまいりたいと思って

おります。 

 それから、先ほど事務局長からお話がありましたように、前回の総会の中で、農

地の権利移動の対応等についていろんな御意見がございました。事務局等にも相談

をしまして、こういう形でやったらどうかなあというのを事務局とも打ち合わせを

しております。そういうことで挨拶に代えさせていただきます。また１年間よろし

くお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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３．議事録署名委員指名 

○議長（下川 安君） では、早速議事のほうに入りたいと思います。 

 本日は、第１号から４号までの１１３件の議案審議、１号から２号、３９件の報

告がございます。 

 皆様方の慎重なる御審議をよろしくお願いいたします。 

 本日の議事録署名は、委員番号２番の髙田優子委員、３番の村上孝夫委員にお願

いいたします。 

 なお、発言の際は、委員番号及び氏名を述べた上で発言されますようよろしくお

願いいたします。 

 併せて、採決の際は、議決権のある農業委員のみで挙手をお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

４．議 事 

○議長（下川 安君） それでは、はじめに、議第１号農地法第３条の規定による許可

申請についてを議題といたします。申請件数は６件です。このうち受付番号２番は、

玉名市農業委員会会議規則第１２条の議事参与の制限の規定に本田委員が該当する

ため、受付番号２番を除いて、受付番号１番から６番までを先に採決をいたしまし

て、２番の審議前に本田委員には退室を求めたいと思います。 

 それでは、事務局のほうから説明をお願いします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。１ページをお願いいたします。 

 議第１号農地法第３条の規定による許可申請について。農地法第３条第１項の規

定による下記農地の所有権移転及び使用収益権設定許可申請について許可するもの

とする。令和５年１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、大浜町の申請人で、大浜町の田２４２㎡を労力不足と規模拡大のため売買

するものです。 

 ２ページをお願いします。 

 ２番、中坂門田の申請人で、中坂門田の畑を１,１２６㎡外２筆、計１,３８２㎡

を労力不足と規模拡大のため売買するものです。 

 ３番、大倉と向津留の申請人で、大倉の田７３１㎡を労力不足と契約内容変更の

ため賃貸借権を設定するものです。 

 ４番、さいたま市浦和区と川部田の申請人で、山部田の畑７０２㎡外４筆、計６,

６５５㎡を贈与するものです。 

 ５番、六田と横島町の申請人で、横島町横島の田８６２㎡を労力不足と小作地取

得のため売買するものです。 

 ６番、天水町の申請人で、天水町立花の１,０１１㎡外１２筆、計１８,９８９㎡
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を経営移譲のため使用貸借権を設定するものです。 

 以上６件、合計２８,８６１㎡につきまして、農地法第３条第１項各号の禁止規

定から申請内容を審査し、取得後の全ての農地を利用すること、機械、労働力、技

術、地域との関係も問題がないこと、許可要件の全てを満たしているものと判断し、

御提案しております。 

 去る１２月２６日に地元委員同道の上、現地調査も行っております。よろしく御

審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） それでは、事務局の説明が終わりましたので、受付番号２番を

除いて、受付番号１番から６番まで順に委員の説明をお願いいたします。 

 それでは、１番をお願いいたします。 

○推３番（田中正通君） 推進委員番号３番、田中です。１番の案件について御説明い

たします。 

 本件は譲渡人が労力不足のため、これまで委託されていた譲受人へ売買するもの

です。譲受人は、委託されていた祖父の後継者として、土地利用型の農業を展開し

ており、下限面積も十分に満たしており、全く問題ないと判断いたしました。以上

です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました 

 続きまして、３番をお願いいたします。 

○８番（本田多美子君） ８番農業委員、本田です。３番の案件について説明します。 

 申請理由は、賃貸人の労力不足、賃借人は利用権設定での契約期間が、令和４年

１２月２６日で満期となるため、５年契約で賃貸借権を設定されています。この賃

借人８０歳と高齢ではありますが、現役で農業をされており、下限面積要件も満た

すため、許可相当と認めます。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、４番をお願いいたします。 

○９番（岡村栄一君） ９番農業委員、岡村です。４番の案件を説明いたします。 

 譲渡人はさいたま市に在住で、贈与です。譲受人は小作者で何の問題もないと思

いますので許可相当と思います。この中の経営面積２,１５２㎡と書いてあります

けど違っております。どしこかわかりません。以上です。 

○議長（下川 安君） 続きまして、５番をお願いいたします。 

○推１５番（大家 泉君） 推進委員番号１５番、大家です。 

 譲渡人は譲受人に小作地として提供しておられましたけれども、このたび労力不

足ということで譲り渡すということでございます。何ら問題ないと思いますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（下川 安君） 続きまして、６番をお願いいたします。 

○１８番（田上靖晃君） 農業委員１８番、田上です。６番の案件について説明します。 

 申請農地は、貸人の父が農業後継者の子である借人に農業経営の経験を学ばせる

ために親子間の使用貸借を設定するものです。下限面積要件も満たしており、問題

ないと思います。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ３条申請、受付番号２番を除いて１番から６番の５件について委員の説明が終わ

りましたけど、皆様から御意見、御質問はありませんでしょうか。 

 その前にさっきの４番の耕作面積かな、そこについてちょっと事務局で説明でき

るかな。 

○係長（園木俊範君） 事務局の園木です。４番の案件の耕作面積ですけれども、譲受

人の現在の経営面積というのが、申請理由の贈与の右側に数字が２種類ありますが、

上の６,６５５㎡につきましては譲渡人の経営面積になります。２,１５２㎡につき

ましては譲受人の経営面積になります。この２,１５２㎡と今回贈与を受ける６,６

５５㎡を合計すると、下限面積の５反要件を満たしますので、許可ができるものと

思います。 

 また、譲受人につきましては、個人の経営面積になりますので、法人の面積は含

んでいません。 

○議長（下川 安君） ほかに何か御質問はありませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ採決に移りたいと思います。 

 議第１号農地法第３条の規定による許可申請５件につきまして、２番を除く５件

につきまして、原案どおり許可することに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第１号、２番を除いて１番から６番までの５件につきましては、許可をすること

に決定いたしました。 

 ここで議第１号、受付番号２番の審議に入ります前に、議事参与の制限規定によ

りまして、本田委員に退室を求めます。 

― ８番 本田多美子君 退室 ― 

○議長（下川 安君） 本田委員が退室をされましたので、審議を行います。 

 先ほど事務局から説明が終わりましたので、２番につきまして委員の説明をよろ

しくお願いします。 

○推６番（縄田伊知郎君） 推進委員番号６番、縄田です。２番の件について説明いた
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します。 

 譲渡人は高齢のため労力不足で譲受人は規模拡大です。譲受人が高齢のため娘の

同級生である譲受人に耕作と管理をお願いするということになります。現状は畑に

栗が植わっているので、今後何年かは栗をして、その後伐採してみかんを栽培され

るそうです。下限面積もクリアしており、問題ないと判断いたします。以上です。 

○議長（下川 安君） ありがとうございました。 

 ３条申請２番につきまして委員の説明が終わりましたけれども、皆さんから御意

見、御質問はございませんでしょうか。 

(なしの声) 

○議長（下川 安君） 御意見、御質問がなければ採決に移りたいと思います。 

 議第１号農地法第３条の規定による許可申請２番について、原案どおり許可する

ことに異議のない方は挙手をお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第１号２番につきまして、許可することに決定いたしました。 

 これで議第１号は全て採決を終わりました。 

 ここで本田委員の入室を求めます。 

― ８番 本田多美子君 入室 ― 

○議長（下川 安君） それでは、本田委員が入室されましたので、引き続き審議を行

います。 

 次に、議第２号農地法第４条の規定による許可申請についてを議題といたします。

件数は１件です。 

 議第２号、受付番号１番につきましては、経緯説明書の添付がありますので、委

員の説明の前に事務局の担当者が読み上げます。 

 それでは、事務局よりお願いいたします。 

○係長（園木俊範君） ― １番の案件について経緯説明書朗読 ― 

○議長（下川 安君） すみません、経緯説明と説明とが逆になってしまいましたけれ

ども、局長から議案の説明をいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。３ページをお願いします。 

 議第２号農地の転用許可申請について。農地法第４条第１項の規定による下記農

地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和５年１月５日提出、玉名

市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、小天の田、現況雑種地２,５９１㎡外３筆、計５,５４２㎡で、転用目的は

中学校駐車場等です。農地区分は、おおむね３００ｍ以内に駅、インターチェンジ、



－ 6 － 

市役所等が存在する農地で、第３種農地と判断しております。 

 以上１件、５,５４２㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全ての項目

ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提案して

おります。去る、令和４年１２月２７日に地元の委員同道の上、現地調査も行って

おります。 

 よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） 議案と経緯の説明が逆になってしまいましたけれども、終わり

ましたので、委員から説明をお願いいたします。 

○推１８番（後藤雄一君） 推進委員１８番、後藤です。ただいまの案件について御説

明します。 

 ただいま事務局より説明があったとおりでございます。 

 審議のほどよろしくお願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ４条の申請につきまして委員の説明が終わりましたけれども、委員から御意見、

御質問がありましたらよろしくお願いします。 

(なしの声) 

○議長（下川 安君） 御意見、御質問がなければ採決に移らせていただきます。 

 議第２号農地法第４条の規定による許可申請１件につきまして、原案どおり許可

することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第２号につきましては、許可することに決定いたしました。 

 次に、議第３号農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたします。

件数は１０件です。 

 議第３号には、受付番号５番、それから９番、１０番につきましては始末書の添

付がありますので、委員の説明の前に事務局担当者が読み上げますのでよろしくお

願いします。 

 それでは、事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。４ページをお願いいたします。 

 議第３号農地の転用許可申請について。農地法第５条第１項の規定による下記農

地の転用許可申請について意見決定するものとする。令和５年１月５日提出、玉名

市農業委員会会長、下川 安。 

 １番、申請物件が山田の田８８５㎡外１筆、１,８９２㎡で、転用目的は建売住

宅７戸です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、
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第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ２番、申請物件が山田の畑１４３㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

都市計画法に規定する用途地域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

 ３番、申請物件が山田の畑１４３㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

都市計画法に規定する用途地域内の農地で、第３種農地と判断しております。 

 ５ページをお願いいたします。 

 ４番、申請物件が田崎の畑４０２㎡で、転用目的は個人住宅です。農地区分は、

農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と判断し、ほ

かに適当な場所がないものと判断しております。 

 ５番、申請物件が中坂門田の畑３２４㎡で、転用目的は倉庫・家庭菜園です。農

地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農地で、第２種農地と

判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 ６番、申請物件が岱明町山下の畑４１㎡で、転用目的は宅地拡張（通路）です。

農地区分は、都市計画法に規定する用途地域内の農地で、第３種農地と判断してお

ります。 

 ７番、申請物件が岱明町高道の田２９１㎡外１筆、計９７３㎡で、転用目的は事

業用地拡張（コンビニエンスストア駐車場）です。農地区分は、おおむね１０㏊以

上の一団の農地内に所在する農地で、第１種農地と判断しております。第１種農地

は原則不許可となるところですが、拡張面積が既存面積の２分の１以内であること

から、例外的に許可は可能となっております。報告第１号２１番と関連しておりま

す。 

 ８番、申請物件が横島町横島の田２４６㎡で、転用目的は事業用地拡張（資材置

場）です。農地区分は、おおむね１０㏊以上の一団の農地内に所在する農地で、第

１種農地と判断しております。第１種農地は原則不許可となるところですが、拡張

面積が既存施設面積の２分の１以内であることから、例外的に許可は可能となって

おります。 

 ６ページをお願いします。 

 ９番、申請物件が横島町横島の田、現況宅地、農業用施設用地４４５㎡で、転用

目的は農業用施設（選果場・事務所）です。農地区分は、農用地区域内にある農地

で、原則許可はできませんが、農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画にお

いて、農業の用途に供することから許可は可能と判断しております。報告第１号２

０番と関連しております。 

 １０番、申請物件が天水町部田見の田、現況雑種地４４５㎡で、転用目的は歯科

医院駐車場です。農地区分は、農業公共投資の対象となっていない生産性の低い農
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地で、第２種農地と判断し、ほかに適当な場所がないものと判断しております。 

 以上１０件、合計５,０５４㎡につきまして、申請内容を農地転用許可基準全て

の項目ごとに適合するか審査した結果、いずれも不都合のないものと判断し、御提

案しております。去る令和４年１２月２６日及び２７日に地元委員同道の上、現地

調査も行っております。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、事務局の説明が終わりましたので、受付番号１番からで

す。５番に始末書が付いていますので、１番から４番まで委員の説明をお願いいた

します。連続して説明される場合は続けてお願いします。 

 それでは、１番、２番、３番が同じ委員ですのでよろしくお願いします。 

○３番（村上孝夫君） 農業委員３番、村上です。１番の案件について説明します。 

 申請地は玉名バイパスから入って５００ｍほどのところになります。転用面積は

１,８９８.６８㎡、建売住宅（７戸）です。給水は上水道、雨水は市道側溝へ放流、

生活雑排水、公共下水道へ放流、汚水は公共下水道へ放流、西側、北側の境にはＬ

型擁壁を設置、被害が及んだ場合、申請人が責任をもって対応するとのことでした。 

 以上、調査した結果、問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いします。 

 続きまして、２番の案件について説明します。 

 申請地は山田のコンビニエンスストアから３００ｍのところにあります。転用面

積は１４３㎡、個人住宅です。給水は上水道、生活雑排水、下水道、雨水は自然浸

透、周辺農地に被害を与えたときは、譲受人が責任をもって解決いたします。 

 以上、調査した結果、問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いします。 

 続きまして、３番の案件について説明します。 

 申請地は２番の案件の隣にあります。転用面積は１４３㎡、個人住宅です。給水、

上水道、汚水・生活雑排水は下水道、雨水は自然浸透です。周辺農地に被害を与え

たときは、譲受人が責任をもって解決するそうです。 

 以上、調査した結果、問題ないと思います。御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、４番をお願いいたします。 

○８番（本田多美子君） ８番農業委員、本田です。４番の案件について説明します。 

 申請地は玉名市立八嘉小学校より西側へ約５００ｍの位置にある住宅が多く介在

する土地です。申請人は現在玉名市寺田の借家住宅に妻と子どもたち家族で住んで

おりますが、自己専用住宅を建築したいという計画を立てたところ、実家横の伯父

所有の本件土地を一部分筆して譲渡してもよいという話になり、土地贈与の承諾も

得たので宅地転用申請をして着工にかかりたいと予定しています。事業面積４０２

㎡、うち転用面積４０２㎡、平屋建て、建築面積１１８㎡です。給水は上水道を利
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用し、雨水は浸透桝を敷地内に設置して水路に流します。生活雑排水・汚水は合併

浄化槽を設置して上水用水路に流します。また、転用による周辺農地との被害発生

はないと考えますが、万が一被害が発生した場合は、転用者が責任をもって対処す

るとのことでした。 

 以上、現地調査した結果、特に問題ないと思いますので、御審議のほどよろしく

お願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、受付番号５番につきましては始末書が出されておりますので、担当

者が読み上げます。 

○係長（園木俊範君） ― ５番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） ただいま受付番号５番の始末書が読み上げられましたので、受

付番号５番から８番まで順に委員の説明をお願いします。 

 それでは、５番をお願いします。 

○８番（本田多美子君） ５番の案件について説明します。８番農業委員、本田です。 

 譲受人は隣接する玉名市中坂門田に自宅があり、その進入路として昭和５６年２

月に申請地の分筆を行っています。その際、今回の申請地との境界が譲渡人、譲受

人の隣地が全く異なっていたことから今回の申請に至っています。先ほど事務局か

ら始末書の説明があったとおり、現在、譲渡人の土地の上に譲受人の倉庫が昭和６

２年から建っています。また、土地登記簿謄本から売買契約は昭和５８年３月に成

立していると思われますが、地目が畑であったためすぐに所有権移転がなされなか

ったことも今回の案件を複雑にしていると思われます。 

 計画概要としては、畑３２４㎡のうち既に倉庫が建っている部分の残りの土地を

家庭菜園として利用します。雨水は自然浸透、浸透できない雨水は道路側溝に流し

ます。申請地は、倉庫が建っている場所は既に砂利敷きとなっており、また家庭菜

園予定の場所も特に造成は必要ないため、土砂の流出等はないと思われます。万が

一被害が発生した場合は、転用者が責任をもって対処するとのことでした。 

 以上、現地調査した結果、特に問題ないと思いますので、御審議のほどよろしく

お願いします。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、６番につきましては、この担当する委員がちょっと遅れていらっ

しゃるということなので、最後に６番の説明をお願いしたいと思います。 

それでは７番をお願いします。 

○１３番（中島浩輔君） 農業委員１３番、中島です。７番の案件について説明いたし

ます。 
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 目的はコンビニの駐車場です。国道沿いのため最近大型車が増加し、時間帯によ

っては一般の利用客も多く、混雑してきているそうです。隣接する田んぼ２筆、同

時に約１ｍほどの地盛りをされ、その北側にはＬ型擁壁を行い、また東側にも排水

路がありますが、そこにもＬ型擁壁を設置されます。南側は５０１号線との隣接す

る道路がありますが、そこに同じ高さでコンビニに入れる駐車場を計画です。西側

にその通路の道路があり、ここに別の進入路を一つ作られるそうです。給水や生活

雑排水は必要ありません。雨水についても現在の駐車場と同じく東側の排水路に流

されるそうです。 

 現地調査の結果、問題ないものと思いました。審議のほどよろしくお願いいたし

ます。以上です。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、８番をお願いいたします。 

○１５番（境 浩之君） 農業委員１５番、境です。８番の案件について説明いたしま

す。 

 申請地は横島支所より１㎞ほど西へ行ったところです。転用面積は２４６㎡、申

請人は横島町で海苔資材の製造販売を行われている方です。製造工程で使用するパ

レットと諸資材の置き場が不足しており、今現在は数百メートル離れた親族の倉庫

を借りておりますが、申請地は製造工場の敷地に隣接しており、譲渡人からも内諾

を受けたので、運搬コストも不要、作業効率も大幅に向上する申請地を取得し、資

材置場として事業用地を拡張する計画です。給排水は不要、雨水は地下浸透、被害

防除計画として、盛土を１ｍ、周囲にＬ型擁壁を設置し、隣接する工場敷地と同じ

高さにして、造成工事前後の土砂の崩落を防止する。ガス、湧水、捨て石及び粉塵

等の農業への影響も日照・通風・耕作への影響もありません。隣接地に損害が発生

した場合は、申請人の法的責任の範囲で対処するということです。 

 審議のほどお願いします。 

○議長（下川 安君） 只今、６番案件の委員がいらっしゃいましたので、６番をお願

いいたします。 

○推１２番（髙本昌揮君） 推進委員番号１２番、髙本です。６番の案件について説明

いたします。 

 岱明町山下の申請物件で、岱明町役場から西に５００ｍほど行ったところの場所

です。ここに住んでおられる方が家を売るそうで、共同で入り口の場所を利用して

おられて、処分するとのことなので弟からこの土地を譲り受けて、道の拡張をされ

るための５条申請です。給排水は不要で、排水・雨水、自然浸透、排水計画も不要

とのことで、道は自分で機械を使って工事をされるそうです。 
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 調査の結果、問題ないと思いますので、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

続きまして、受付番号９番につきましては、始末書が添付をされていますので、

始末書を事務局で読み上げます。 

○係長（園木俊範君） ― ９番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） それでは、９番の始末書が読み上げられましたので、委員の説

明をお願いいたします。 

○１５番（境 浩之君） ９番の案件について説明します。 

 申請農地は横島支所から西へ２㎞、転用目的は農業用施設（選果場・事務所）等

の建設です。申請者はトマトの栽培及び加工業を営んでいる農業法人です。事業拡

大及び外部委託していた加工業務を自分のもとで製品化するため、既存の倉庫だけ

では手狭になり、建て増しし、また、既存の倉庫も一部老朽化しているため、安全

面からも建て直す必要があると考慮した。給水は既存の井戸水を利用、排水処理に

ついて、雨水は簡易浸透桝を設置、オーバーフロー分を南側水路へ流す。汚水・生

活雑排水は公共の下水道へ接続放流する。地元区長からの排水承諾も得ておられま

す。造成中の土砂流出、堆積、崩壊のないよう十分配慮し、万が一被害が生じた場

合には責任をもって対処するということです。 

 審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 続きまして、１０番にも始末書が添付されておりますので、事務局の担当者が読

み上げます。 

○係長（園木俊範君） ― １０番の案件について始末書朗読 ― 

○議長（下川 安君） ただいま１０番の始末書が読み上げられましたので、委員の説

明をよろしくお願いします。 

○１７番（中山一久君） 農業委員１７番、中山です。１０番の案件について御説明し

ます。 

 申請地は国道５０１号線に接した位置にあり、付近にはコンビニエンスストア、

郵便局、ホームセンターなどがあります。付近の国道５０１号線沿いは宅地化され

ており、今般、隣接地に令和５年４月に開業予定で、歯科医院を現在建設中であり

ます。本件申請地を来客用及び看護師等用の駐車場用地として利用するものであり

ます。申請地は国道に隣接して、開業予定地にも隣接しており、また、隣接地に農

地もなく、隣接地域に被害を及ぼすこともなく、適地と選定したものであります。 

 現地調査の結果、何ら問題ないと思いますので、審議のほどよろしくお願いしま

す。以上です。 
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○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 ５条申請について委員の説明が終わりました。ここで皆さんから御意見、御質問

がございましたらお願いいたします。 

○５番（坂本正敏君） 農業委員５番、坂本です。 

 この許可申請が許可されたときにですね、連絡かなんかしなはっとですか。この

案件は許可されましたよとか、事務局から。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。これは許可書は書面をもって通知され

ます。 

○５番（坂本正敏君） 書面をもって、じゃあ今日は間に合わんということですか。 

○事務局長（小山 博君） 到着は今日は無理ですけど、急ぎのときはお知らせするこ

とはしております。希望によっては。 

○５番（坂本正敏君） ９番の案件ですけど、着工は今日になっているんですよね。こ

れはどういう意味ですかね。これ３ページの第２号議案も今日になっている。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。許可日というのが原則議案承認、可決

の日が原則許可日となりますので、１月５日は確かにその日が総会で決議した。そ

の日が５日というのはちょっと日程的にはどうかという感覚はあるんですけど、申

請の議案を承認した日が許可日であることは間違いありませんので、原則許可日で

すので、１月５日も間違いではございません。 

○５番（坂本正敏君） じゃあ今日着工しているんですか。着工可能ということですか。

朝から。 

○事務局長（小山 博君） 可能かどうかというなら、朝からじゃなくて許可が必ずあ

った日ということになりますので、朝からしてよかていうことはなかです。 

○５番（坂本正敏君） この後こうやって挙手して、許可できたならさるっていうこと

でしょう。 

○事務局長（小山 博君） はい、そのとおりです。 

○５番（坂本正敏君） その通知はどがんしなはっとですかて最初に言うたでしょう。 

○事務局長（小山 博君） 書面をもって出しますけど、到着はできませんけど、非常

に、とにかく急いで早くせなん工期の日程とか、特別な場合はですね、その日に連

絡をすることもございます。 

○５番（坂本正敏君） これは連絡しなはっとですか。この案件は。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。大変申し訳ありません。今日転用担当

の職員が急きょ出席ができなくなりましたので、申請者にどのような対応をしてお

ったかちょっとここの場では不明でございますが。 

○５番（坂本正敏君） わからんならそれでいいです。 
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○議長（下川 安君） いいですか。 

○５番（坂本正敏君） わかんならんとやろ。どがんしよんなかでしょう。 

○議長（下川 安君） 多分向こうか申請者からなんかという連絡が来るんだろうと思

いますけどね。もう許可は下りましたかというような。 

○５番（坂本正敏君） 着工日がおかしかっですよね、着工日が。 

○議長（下川 安君） だけんがそういう着工日を、許可日は今日なんだろうと思いま

すけれども、許可日が着工日というのがおかしいのかどうかちょっとわからんけれ

ども、１０日後着工してくれとか、普通的には１５日ぐらいが着工日になっていま

すよね。だけん大体そのころ、許可書が届くころが着工日にしてくれと指導するん

だけれども、許可日で着工してくれて、そういうようなやり取りが事務局と申請者

の間でやり取りがあっているのかなと思います。 

○５番（坂本正敏君） ちょっと言いますけど、もう少し着工日を遅らせてくれんと許

可は出しませんとかそういうことは言うてもよかて思いますけど。 

○局長（小山 博君） 表記の仕方については再度検討したいと考えております。以上

です。 

○議長（下川 安君） ほかに何かございますでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） なければ採決のほうに移りたいと思います。 

 議第３号農地法第５条の規定による許可申請１０件ですけれども、原案どおり許

可することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いいたします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第３号については、許可することに決定いたしました。 

 次に、議第４号農用地利用集積計画の決定についてを議題といたします。申請件

数は９６件です。事務局より説明をお願いします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。７ページをお願いいたします。 

 議第４号農用地利用集積計画の決定について。農業経営基盤強化促進法第１８条

第１項の規定による農用地利用集積計画について、次のとおり決定する。令和５年

１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 議案８ページから９ページの総括表、１０ページから１８ページまでの集計表の

とおり、玉名市長より意見を求められております。 

 今回、所有権移転が２９件、９２,２２８㎡、利用権設定が４９件、１６４,５３

０㎡、合計７８件、２５６,７５８㎡の集積で、いずれも農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項の各要件を満たしているものと判断し御提案しております。よろし
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く御審議をお願いいたします。 

○議長（下川 安君） 事務局の説明が終わりましたけれども、皆さんから御意見、御

質問はございませんでしょうか。 

（なしの声） 

○議長（下川 安君） 御質問がなければ採決に移りたいと思います。 

 議第４号農用地利用集積計画の決定につきまして、９６件につきまして、原案の

とおり決定することに異議のない方は、挙手をよろしくお願いします。 

（全員 挙手） 

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。採決の結果、異議なしと認め、

議第４号につきましては、原案どおり決定いたしました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

５．報 告 

○議長（下川 安君） 次に、報告に移ります。報告第１号農地の賃貸借及び使用貸借

解約通知書について、報告第２号農地の形状変更届についての３９件を事務局より

報告いたします。 

○事務局長（小山 博君） 事務局、小山です。１９ページをお願いいたします。 

 報告第１号農地の賃貸借及び使用貸借解約通知書について。農地法第１８条第６

項の規定による合意解約及び農地使用貸借解約が成立した旨の通知を受理したので

報告します。令和５年１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 今回、１９ページから２７ページまでの３８件、合計１１８,１６８㎡の解約通

知を受理しております。 

続きまして、２８ページをお願いいたします。 

報告第２号農地の形状変更届について。下記農地の形状変更届がありましたの

で報告します。令和５年１月５日提出、玉名市農業委員会会長、下川 安。 

 今回、１件、河崎の田３５６㎡を畑として利用するため形状変更届を受理してお

ります。 

 以上、報告を終わります。  

○議長（下川 安君） はい、ありがとうございました。 

 これで本日予定の議案審議と報告が終わりましたので、総会をここで閉じたいと

思います。 

これをもちまして令和５年第１回の総会を終了します。 

また１年間お世話になります。よろしくお願いします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

閉 会 午後３時４３分 



－ 15 － 

 

以上のとおり、会議の次第を記載し、その相違ないことを証するためここに署名捺印す

る。 

令和５年１月５日 
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